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農業委員会 だより農業委員会 だより
　

現
況
届
は
、
年
金
を
受
給
す
る
た
め

に
必
要
な
毎
年
の
手
続
き
で
す
。

　

農
業
者
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
必
ず
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

●
現
況
届
が
届
く
時
期
は･･･

　

５
月
末
日
ご
ろ
、
直
接
受
給
権
者
の

方
に
「
茶
色
」の「
封
書
」で
届
き
ま
す
。

●
現
況
届
の
提
出
時
期
は･･･

　

６
月
30
日
㈭
ま
で
に
農
業
委
員
会
へ

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
宮
原
地
区
の
方
へ
】

　

６
月
１
日
㈬
～
３
日
㈮
の
間
は
宮
原

振
興
局
で
受
け
付
け
し
ま
す
。
そ
れ
以

外
の
日
に
提
出
さ
れ
る
場
合
は
お
手
数

で
す
が
農
業
委
員
会
へ
お
越
し
下
さ
い
。

現
況
届
は
忘
れ
ず
に
提
出
を
！

年金

●
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
る
と･･･

　

提
出
が
な
い
場
合
は
、
11
月
の
支
払

い
よ
り
年
金
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

平成 22年　氷川町賃借料情報の提供について
　平成 22 年 1 月から 12 月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（10a あたり）は、
以下のとおりです。
【田の部】

締結された地域名 平均額 データ数

氷川町全域 18,581 円 145

【畑（普通畑）の部】

締結された地域名 平均額 データ数

氷川町全域 6,616 円 5

【畑（樹園地）の部】

締結された地域名 平均額 データ数

氷川町全域 27,100 円 3

※賃借料は、果樹の成木込みの金額。
※データ数は、集計に用いた筆数です。

お問い合わせ先：氷川町農業委員会　☎ 52− 5861

立 神 峡 里 地 公 園 だ よ り立 神 峡 里 地 公 園 だ よ り

　森のようちえん”りとろ”では、森や畑、昔ながらの棚田が残る自然がいっぱいの里山で、親子一緒に、土・
水・風にふれ、自然に親しみ、心と身体をたくさん動かしています。
　本年度より”りとろ”は春夏秋冬、1 年間を通しての活動になり、現在、平日の木曜コース、日曜コー
スの参加者を募集しています。
　今回は、木曜コースの体験会のご案内ですが、ご要望があれば、随時、開催します。まだ、おんぶにだっ
この小さいお子さんでも参加できますので、一度お問い合わせください。
　また、木･土･日は、ふくろう館の子育て支援ルームが利用できますので、お気軽に遊びにおいでください。
■体験会のご案内■
　と　　き：6月 9日（木）、16日（木）　10時～ 12時
　と こ ろ：立神峡里地公園　ふくろう館前集合（要予約）
　参 加 費：1回／ 500 円（親子一組）
　服　　装：長袖、長ズボン、長靴（晴天でも）、帽子、水筒、着替えなど。
　対象年齢：未就学児とその保護者

お申し込み・お問い合わせ先　立神峡公園管理組合　☎62-1543

りとろと森へおさんぽへ　～参加者募集中～りとろと森へおさんぽへ　～参加者募集中～

　今年の 4 月から始まった里山自然塾では、里山の暮らしをテーマに小学校 1 年生から 3 年生を対象に野
良仕事と野遊びを中心に活動を行っています。
　一つ一つの事を手仕事で行なう事は、とても大変な事ですが、季節を感じ、土に触れながら行なう活動は、
参加者一人一人を大きく成長させてくれるものだと思います。
　引き続き、参加者および活動サポーター（ボランティア協力者）を募集しています。
■参加者の募集について■（活動サポーター希望の方は随時ご連絡ください）
対　　象：小学校 1年生～ 3年生（町内外問いません）
日　　程：毎月 3回（日曜）開催　　　時　　間　10時～ 15時
月　　謝　7,000 円
※体験参加者を募集しております（有料）
日　時：6月 5日（日）、12日（日）（約 2時間程度の活動です）
※食卓塾も始まります。
日　時：6月 26日（日）、梅干し作り。詳しくは、担当 : 野原までお問い合せ下さい。

始まりました！里山自然塾始まりました！里山自然塾
▲はじまりの会 ▲森で見つけたよ

▲野菜の苗を植えました

ふ
く
ろ
う
の
森
で

里
山
暮
ら
し
、

今
暮
ら
し　
　
　

  

⑥

　
【
番
外
編
】
月
食

　

６
月
16
日
に
皆
既
月
食
が

お
こ
り
ま
す
。

　

皆
既
月
食
と
言
う
と
、
月

に
太
陽
の
光
が
当
た
ら
な
く

な
り
真
っ
黒
に
な
る
と
思
わ

れ
が
ち
で
す
が
、
実
際
に
は
、

そ
の
時
々
に
よ
っ
て
色
は
違

い
ま
す
。

　

時
間
は
早
朝
２
時
23
分
か

ら
８
時
２
分
と
な
っ
て
い
ま

す
。
方
角
は
西
か
ら
西
南
の

開
け
た
場
所
が
い
い
よ
う
で

す
。
食
の
最
大
は
５
時
頃
な

の
で
、
ち
ょ
っ
と
早
起
き
し

て
夜
明
け
と
月
食
と
の
風
景

を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

農
業
委
員
会
へ
の
一
部
の
申
請
で
、
実
印
と
印

鑑
証
明
の
添
付
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
土
地
の
貸
し
借
り
な
ど

を
す
る
と
き
は
、
本
人
確
認
の
た
め
に

実
印
の
押
印
と
、
印
鑑
証
明
書
の
添
付

を
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
が
、
以
下
の

申
請
に
つ
い
て
は
認
印
で
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

○
基
盤
強
化
促
進
法
に
基
づ
く
利
用
権

設
定
、
移
転
等

○
農
地
法
第
18
条
第
６
項
の
規
定
に
よ

　

る
通
知
書
（
合
意
解
約
）

※
申
出
人
本
人
の
意
思
を
確
認
す
る
た

　

め
、
住
所
・
氏
名
を
申
出
人
本
人
が

　

自
書
す
る
こ
と
。

※
農
地
法
第
３
条
・
第
４
条
・
第
５
条
の

　

申
請
に
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
実
印
と

　

印
鑑
証
明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。


